
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国外財産調書の提出制度                  

Ｑ：国外に財産を持っている場合は、財産

の明細を報告しなければならないそうですが、

どのようになっているのですか？ 

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

お尋ねの制度は、国外財産調書の提出制度

といいます。 

内容は、居住者(非永住者は除きます)で、

その年12月31日において、国外財産の価額の

合計額が5,000万円超の人は、その財産の種類、

数量及び価額その他必要な事項を記載した調

書(国外財産調書)を、翌年３月15日までに、

住所地の所轄税務署長に提出しなければなら

ないというものです。 

国外財産調書が適正に提出されるよう、次

のインセンティブが用意されています。 

 ①国外財産調書を提出期限内に提出した場合

には、国外財産調書に記載がある国外財産

に関して、所得税や相続税に申告漏れが生

じたときであっても、その国外財産に係る

過少申告加算税が５％軽減されます。 

 ②国外財産調書を提出期限内に提出しなかっ

た場合又は提出期限内に提出された国外財

産調書に記載すべき国外財産の記載がない

場合に、その国外財産に関して所得税の申

告漏れが生じたときは、その国外財産に係

る過少申告加算税が５％加重されます。 

 ③国外財産調書に偽りの記載をして提出した

場合又は提出期限内に提出しなかった場合

は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処されることがあります。 
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